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国土交通省 香川河川国道事務所

土器川の刈り草を提供します

～堆肥・飼料・敷わらにいかがでしょうか！～

【目的及び内容】

香川河川国道事務所では、土器川堤防の異常を早期に発見し補修することを目的に、

堤防除草工事を行っています。その際、大量の草（刈草）が発生します。これら刈草

の大部分は、平成２１年度までは一般廃棄物として処分していましたが、平成２２年

度から刈草のロール化に取り組み、農家・畜産農家などに無料提供しました。（詳細

は別紙参照）。今後も、土器川周辺の農家や畜産農家の方々に堆肥や飼料、資材とし

て有効活用していただくことで、リサイクルの促進、コスト縮減につなげるため、刈

草の無料提供を実施します。

【提供時期】 平成２７年 ６月～順次配布

【提供対象】 農家、畜産農家 等

【内 容】 前日までに除草・集草した刈草を梱包機でロール状にし、

地域住民へ無料提供する。（詳細は「パンフレット」参照）

【実施箇所】 土器川沿川全域（提供箇所は「参考資料-1」参照）

【提供条件】 ①現地へ取りに来ること ②全量を適正に使用できること

【提供数量】 全体で約４，０００個（状況により数量は増減します。）

【申込方法】 申込書を土器川出張所に提出（申込書は｢参考資料-2｣参照）

【主催者】

国土交通省 香川河川国道事務所

問い合わせ先

香川河川国道事務所 ℡（０８７）８２１－１５６１ 副所長(河川) 弘田淳一 (内線204)

工務第一課長 鎌田 卓 (内線311)

建設監督官 藤沢義輝 (内線408)

◎ 土器川出張所 ℡（０８７７）２２－８３１８ 出張所長 南 昭裕 (内線6121)

◎ 主たる問い合わせ先



土器川の刈草を 

○刈草の有効活用 
 香川河川国道事務所では、土器川流域の
安全を守るために、堤防の異常を早期に発
見し補修することを目的に、堤防除草工事を

行っています。  その際、大量の草（刈
草）が発生します。これらの刈草の大部分
は、一般廃棄物として処分していましたが、
今後は、土器川周辺の農家や畜産農家
の方々に堆肥や飼料、資材として有効活
用していただくことで、リサイクルの促進、
コスト縮減につなげるため、刈草の無料
提供を実施します。 

提供時期 平成２７年 ６月～ 順次配布 

○問い合わせ先 

 香川河川国道事務所 土器川出張所 
 TEL ０８７７－２２－８３１８ 

 
～堆肥・飼料・敷わらにいかがですか！～ 
 
○提供対象  一般農家、畜産農家 等 
○実施箇所  土器川沿川全域 
○提供形態  ロール状 予定サイズ（φ５０ｃｍ、Ｌ＝８０ｃｍ、重さ約２５ｋｇ） 
○提供条件  １．現地にて引取。 ２．全量を適正に利用できること。 
○提供数量  全体で約４，０００個 （予定数量※状況に応じ数量は増減します。） 
○申し込み   土器川出張所にて申込書を記入して下さい。 

  集草   積込み   ロール 

無料で提供いたします。 



土器川の刈草を無料で提供いたします。 

○無償提供を行うにあたり、ご利用していただく皆様のご協力をお願いいたします。 

○刈草の提供の注意点 

１．引き取った刈草は、申告した利用目的以外の用途には利用しないで
下さい。また、譲渡、転売、換金、返品、投棄等は行わないで下さい。 
 
２．関係諸法令「道路交通法（収集運搬時における過積載等）」、「廃棄物
の処理および清掃に関する法律（不法投棄、不法焼却）」を遵守し、責任
を持った適正な利用をお願いします。 
 
３．提供を受けた刈草ロールに対して責任を持って利用して下さい。国土
交通省は、引き渡し以降一切の責任を負えません。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、五年以下の懲役若しく
は一千万円以下の罰金などの処罰が科される場合があります。 

○適正に利用して頂けない場合 

○問い合わせ先 

土器川出張所 
香川河川国道事務所 土器川出張所 
〒763-0082 丸亀市土器町東7丁目150 
電話 ０８７７－２２－８３１８ 
※平日8:30～17:00にご連絡お願いします。 

 

　品質に関する留意点
　刈草には、取り切れない小さなゴミが混入する場合があります。
　雑草の種子が含まれている場合があります。
　いばら等の草が含まれる場合があります。

　申込書の記入
　刈草は、現時点では一般廃棄物に属します。したがって、刈草の使用目的や、
　引き取り者の氏名、住所等を記載いただきます。




